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 （ 趣 旨）  

第１条  こ の要 領 は 、川 崎 市個 人 情報 の 保護 に 関す る 法律 施 行条 例（令 和 ４年 川 崎

市条 例 第７ ６ 号 ）第 ２０ 条 第１ 項 の規 定 によ り 設置 さ れる 川 崎市 個 人情 報 保護 委

員 （ 以 下 「 保 護 委 員 」 と い う 。 ） の 職 務 の 執 行 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。 

 （ 職 務の 執 行）  

第２条  保 護委 員 は 、そ れ ぞれ 独 立し て 職務 を 行う も のと す る。  

 （ 代 表保 護 委員 ）  

第３条  保 護委 員 は 、互 選 によ り 代表 保 護委 員 を定 め るも の とす る 。  

 （ 保 護委 員 会議 ）  

第４条  保 護委 員 の 職務 の 執行 等 につ い て協 議 する た め、 保 護委 員 会議 を 置く 。  

２  保 護委 員 会議 は 、代 表 保護 委 員が 招 集し 、 主宰 す る。  

 （ 苦 情の 受 付）  

第 ５ 条  個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 苦 情 の 申 出 は 口 頭 又 は 書 面 に よ り 受 け 付 け る も

のと す る。  

 （ 事 情聴 取 ）  

第６条  保 護委 員 は 、前 条 の規 定 によ り 苦情 の 申出 を 受け 付 けた と きは 、申出 人 か

ら事 情 を聴 取 する も のと す る。  

２  苦 情の 申 出が 口 頭に よ る場 合 は、 陳 述内 容 の要 旨 を記 録 する も のと す る。  

 （ 情 報公 開 ・個 人 情報 保 護審 査 会と の 協議 ）  

第７条  保 護委 員 は 、苦 情の 申 出に 係 る 事案 が 川崎 市 情報 公 開条 例 第２ ５ 条に 規 定

する 川 崎市 情 報公 開・個 人 情報 保 護審 査 会に 諮 問さ れ てい る 場合 等 には 、当該 事

案の 取 扱い に つい て 同審 査 会と 協 議す る こと が でき る 。  

 （ 処 理及 び 通知 ）  

第８条  保 護委 員 は 、申 出 に理 由 があ る と認 め たと き は、実 施機 関 、事 業 者等 に 対

して 助 言又 は 勧告 を 行う こ とに よ り事 案 の処 理 を図 る もの と する 。  

２  保 護委 員 は、 申 出に 理 由が な いと 認 めた と き、 又 は実 施 機関 、 事業 者 等が と っ

た措 置 が適 切 と認 め たと き は、 申 出人 に その 旨 を通 知 し、 事 案の 処 理を 終 了す る

もの と する 。   

 （ 台 帳の 整 理）  

第 ９ 条  保 護 委 員 は 、 苦 情 処 理 の 状 況 を 記 録 し 、 整 理 し て お か な け れ ば な ら な い 。 

   附  則  

 こ の 要領 は 、昭 和 ６１ 年 ３月 １ 日か ら 施行 す る。  

附  則  

 こ の 要領 は 、平 成 １７ 年 ４月 １ 日か ら 施行 す る。  

附  則  

 こ の 要領 は 、令 和 ５年 ４ 月１ 日 から 施 行す る 。  


